
飼い犬のふんの片づけは飼主の責任です!!

回覧

住民の皆さん同士でも気をつけ合い

きまりを守って住みよい社会をつくりましょう☺

自治区にお住まいの皆様へ

違反する行為がある場合には、違反者に直接指導に行くことがあります。

水で流してね

（豊田市の環境を守り育てる条例第26条で定められています）

埋めずに、
持ち帰ってね
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豊田市動物愛護センター
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